
【埋立処分】長日要職化に向けた全体スケジュール 〇十実施予定　　　一>今後検討予定

・令和2年9月にまとめた「最終処分のあり方調査研究報告書」において、将来的に「資源化処理又は埋立処分の民間委託化」で合意した。

・本報告書に基づき、令和3年度以降、具体的に取り組むため、民間委託化の進捗にかかる全体スケジュールを整理した。
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令和3年10月21日中遠広域事務組合議会　全員協議会資料

(別紙)

民間要諦化に向けた一般的な処理スキーム(個別協議等)

・調査研究報告書において示された民間委託化に向けた手順は、以下のとおりとなる0

段　　　階
内　　容

現状把握

選定基準

調　　査

事前協議

民間委託

①民間委託が必要になる廃棄物の現状把握をするo

②委託先民間事業者の選定方法(基準)を整理する。

③民間事業者(許可の有無等)について、調査するo

④民間事業者の処理状況等について、調査するo

⑤民間事業者の価格を調査する。

⑥民間事業者と委託業務に向けた詳細な調整を行う。

⑦民間事業者の所在する自治体と事静協議を行う。

⑧上記自治体の了解のもと、民間 託により搬出する。
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